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田布施町総合計画策定検討委員会設置要綱

　（設置）
第 1条　社会経済情勢の変化に対応し、西暦 2020 年 ( 平成 32年 ) を展望したまち
づくりの基本となる第 5次田布施町総合計画 ( 以下「総合計画」という。) の策定
に資するため、田布施町総合計画策定検討委員会 ( 以下「委員会」という。) を設
置する。
　（所掌事務）
第 2条　委員会は、総合計画の策定に関し、必要な検討及び協議を行い、その結果
を町長へ報告するものとする。 
2　町長は、前項の検討内容を可能な限り総合計画に反映するものとする。 
　（組織）
第 3条　委員会は委員 20人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 
　（1）まちづくりに関係のある団体の役職員
　（2）まちづくりに関する知識又は経験を有する者
　（任期）
第 4条　委員の任期は、第 2条に規定する報告が終了するまでとする。 
　（委員長及び副委員長） 
第 5条　委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
2　委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 
3　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第 6条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 
2　委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 
3　町長及び副町長は、委員会に出席して発言することができる。 
　（部会） 
第 7条　委員会の事務を分掌させるため、必要に応じて委員会に部会を置くことが
できる。 
2　部会の分掌事項、委員数及び所属委員は、別途委員長が町長と協議して定める。 
3　部会の運営は、委員会に準ずるものとし、部会間の必要な調整は委員長が行う。 
4　部会における協議の経過及び結果は、委員会の会議に報告するものとする。
　（庶務） 
第 8条　委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
　（委任） 
第 9条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員
長が定める。 
　　附　則
　（施行期日）
1　この要綱は、平成 22年 2月 20日から施行する。 
　（田布施町総合計画後期基本計画策定検討委員会設置要綱の廃止） 
2　田布施町総合計画後期基本計画策定検討委員会設置要綱 ( 平成 17年田布施町訓
令第 14-3 号 ) は、廃止する。
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田布施町総合計画策定検討委員会委員名簿
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田布施町総合計画策定検討委員会部会構成及び所属一覧
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田布施町総合計画策定プロジェクトチーム設置規程

　（設置）
第 1条　第 5次田布施町総合計画（以下「総合計画」という。）の策定に関して設置
された田布施町総合計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）の検討内容に
ついて必要な調整を行なうとともに、総合計画の原案を作成するため、田布施町
総合計画策定プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）を設置
する。
　（所掌事務）
第 2条　プロジェクトチームの所掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 
　（1）委員会の検討、協議及び結果報告を受けて、行財政の見地から必要な調整を
　　行なうこと。
　（2）前号の結果を踏まえて、総合計画の原案を作成すること。 
　（3） 前 2号に定めるもののほか、総括者が必要であると認める事項の調査審議に
　　関すること。 
　（組織）
第 3条 プロジェクトチームは総括者、副総括者及び委員をもって組織する。
2　総括者は町長、副総括者は副町長をもって充てる。 
3　委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
　（総括者及び副総括者）
第 4条 総括者はプロジェクトチームの運営を指揮し総括する。 
2　副総括者は総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。 
　（会議）
第 5条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集し、その議長となる。
2　プロジェクトチームの会議は、必要に応じて関係のある委員だけで開くことがで
きる。 
3　総括者は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができ
る。 
　（幹事） 
第 6条 プロジェクトチームに属する事務を補助するため、幹事を置くことができる。 
2　幹事は、総括者が指名する者をもって充てる。 
3　幹事は、総括者の指示を受け、必要な事項の調査及び資料の作成にあたる。
　（庶務） 
第 7条 プロジェクトチームの庶務は、企画財政課において処理する。
　（委任） 
第 8条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事
項は、総括者が定める。 
　　附　則
　（施行期日）
1　この規程は、平成 22年 2月 20日から施行する。 
　（田布施町総合計画後期基本計画策定プロジェクトチーム設置規程の廃止）
2　田布施町総合計画後期基本計画策定プロジェクトチーム設置規程（平成 17年田
布施町訓令第 14-2 号）は、廃止する。
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田布施町総合計画策定プロジェクトチーム委員名簿


